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競技規則
競技の条件
１．ゴルフ規則：日本ゴルフ協会ゴルフ規則及び当競技のローカルルールを適用する。

２．使用球・用具：競技者の使用球・用具は日本ゴルフ協会公認のものでなければならない。本条件の違反は、競技失格とする。ただし、使用球は同一銘柄、同一タイプの球でなくても使用可とする。
３．プレーのペース：競技者はプレーのペースについて、ガイドラインを遵守しなければならない。著しい遅れが生じ、警告しても改善が見られない場合は
規則5-6の罰を適用する。
コールオン方式の採用：プレーの進行を早めるため、パー３のホールに限り後続組に打たせることができる。

４．プレーの一時中止と再開の合図：通常のプレー中断は、短いサイレンを繰り返し鳴らして通報する。険悪な気象状況による即時中断は、１回の長いサイレンを鳴らして通報する。プレーの再開は、１回の長いサイレンを鳴らして通報する。

ローカルルール
１．アウトオブバウンズの境界は白杭やフェンスの柱のコース側を地表レベルで結んだ線によって定められる

　　・５番ホール左側の白杭によって定められる部分（準環境保護区域含）はアウトオブバウンズである。
　　・13番ホール右側ティーイングエリアの崖下の白杭によって定められる部分はアウトオブバウンズである。

　　・14番ホール右側の白杭によって定められる部分はアウトオブバウンズである。

・17番ホール左側の崖下の白杭によって定められる部分（あやめグリーン左側）はアウトオブバウンズである。

２．修理地は、青杭を立て白線をもってその限界を標示する。
３．イエローペナルティーエリアは黄杭または黄線、レッドペナルティーエリアは赤杭または赤線をもってその限界を標示する。線と杭が併用されている場合は、線がその限界を標示する。
４．電磁誘導カート用の３本の人工の表面を持つ軌道は、全幅をもってカート道路とみなす。球がこのカート道路の上に止まっているか、スタンスが障害となる場合は、競技者は規則16.1に基づき救済を受けなければならない。このローカルルールの違反の罰は２打とする。
５．人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。排水溝は動かせない障害物とする。(規則16.1)

６．樹木の巻物施設はコースと不可分の部分とする。

７．立ち木根廻りの保護のプラスチック網は、動かせない障害物とする。

８．黄黒の縞杭は本競技には適用せず、動かせない障害物とする。

９．距離の標示杭（ヤード杭）は、「動かせない障害物」とする。
10.７番、９番、１８番ホールの橋の上に球が止まっているか又はスタンスがかかる場合、競技者は指定ドロップ区域(ＤＺ)から無罰でプレーしなければならない。
このローカルルールの違反は一般の罰とする。（橋とは欄干の先端までのこと）
11.ホールとホールの間の練習：ホールとホールの間、プレーヤーは次のことをしてはならない。終了したばかりのグリーンやその近くで練習ストロークを行う。または、終了したばかりのグリーンの表面をこすったり、球を転がすことによってグリーン面をテストする。
注意事項
１．スタート前のドライビングレンジでの練習は、１人３０球を限度とする。 
２．スタート時刻１０分前には、必ずティーイングエリア周辺に待機すること。

３．クローズド(Closed)の標示のあるグリーンは目的外グリーンである。競技者の球が目的外グリーンによる障害がある場合プレーヤーはその球をあるがままに
プレーしてはならない（規則13-1ｆ）。プレーヤーは目的外グリーンによるすべての障害から完全な救済を受けなければならない。この違反の罰は一般の罰とする。　
４．コース内とクラブハウス内ではルール閲覧及び緊急時以外の携帯電話の使用を禁止する。
５．前半ハーフ終了後、クラブハウスへの立ち入り・食事休憩を許可する。ただし、中断ではないので注意すること。
　競技委員長　上 沼  栄 治
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小学生男女 赤 287 148 320 430 351 140 286 444 296 2,702

ＨＯＬＥＳ ティ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＩＮ ＴＯＴＡＬ

par

4 4 5 3 4 4 4 5 3 36 72

小学生男女 赤 352 343 411 175 277 314 374 432 157 2,835 5,537


